
「資格情報のお知らせ」

　マイナンバーカードの健康保険証利用登録があ
る人に、健康保険の資格情報を確認できるよう交
付する書類 (A4サイズ ) です。これは顔認証付き
カードリーダーで読み取りができない場合に提示
いただくものです。単体では受診できません。

「資格確認書」

新しい資格確認書は空色です
　資格確認書を医療機関などの窓口に提示してく
ださい。

　現在、お手元にある資格確認書などの有効期限は７月31日㈮までです。有効期限までに８月１日㈯から
使用する新しい書類を世帯主あてに送付します。（国民健康保険と後期高齢者医療制度では送付する書類が
異なります）
　普通郵便で送付しますが、希望する人には簡易書留郵便で送付します。希望者は、市民課 国保年金係、
大和・塩沢市民センターの窓口にお申し込みください。電話での受付はできません。

・��70 歳から 74 歳の人は「負担割合」が記載されています。
・�すでに社会保険などに加入している人は、国民健康保険をやめる手続きを

してください。
・�職場を退職し、社会保険などに加入していない人は、国民健康保険に加入

する手続きをしてください。
手続き窓口　市民課 国保年金係、大和・塩沢市民センター

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しているみなさんへ大切なお知らせ
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を送付します

【問合せ】国民健康保険・後期高齢者医療制度に関すること　市民課 国保年金係　☎７７３・６６６１
マイナンバーカードの申請や更新に関すること　　市民課 市民班　　　☎７７３・６６６１

共通事項

マイナ保険証あり
（マイナンバーカードの健康保険証利用登録あり）

マイナ保険証なし
（利用登録なし）

70 歳以上 資格情報のお知らせ ( 有効期限あり )
資格確認書

( 有効期限あり )70 歳未満
★すでに「資格情報のお知らせ」をお持ちの 70 歳未満
の人には、原則有効期限がないため改めて送付しません。 
資格に変更がない限りお使いいただけます。
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